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2 0 1 7 - 2 0 1 8 年度 第 17 50 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：坂本昭一 幹事：藤島 拓 広報委員会リーダー：酒澤伸二 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会         桑田 豊豪 S.A.A 

 

● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

ビジター紹介      小保方 明美 親睦・家族委員 

      

    § 鈴木 義忠 様（宇都宮 90RC 副会長） 

    § 下妻 久男 様（宇都宮保護区 保護司会 会長・卓話者） 

 

会長の時間       坂本 昭一 会長 

      

皆さんこんにちは。 

      11 月もあと 1週間でございます。 

      本日は宇都宮 90ロータリークラブより、副会長の鈴木義忠様がお見えです。どうぞごゆっくりご歓

談ください。そして、卓話者として宇都宮保護区 保護司会 会長 下妻久男様にお越しいただきました。 

      先週の例会は、新入会員卓話として、大変素晴らしく新鮮なお話をしていただきました。 

出席率向上の為に、各委員会会議の開催をお願いしております。本日より、順次開催が予定されて

おります。皆様のご協力をお願い致します。クラブの活性化として会員全員で活動を活発にし、趣味

の会や各委員会の活動に皆様奮ってご参加をお願い致します。 

       

    幹事報告        藤島 拓 幹事 

 

§ 各委員会開催について 

  11 月 22 日(水)ロータリー財団・米山委員会 開催 

  11 月 27日(月)奉仕プロジェクト・広報委員会 開催 

  11 月 29日(水)親睦・S.A.A 委員会 開催 

  12 月初旬 プログラム・スマイル委員会 開催予定 

§ 11 月 8 日(水)の例会に於いて、認定 NPO 法人栃木ボランティアネットワーク 理事 徳山様にクラブよ

り 30,000 円の寄付を致しました。お礼のメッセージが届いております。(回覧) 

11 月 第 4 例会 

2017 年 11 月 22 日(水)      会員数 53 名 出席 29 名 
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§ 11月 25 日(土)地区国際奉仕委員会が開催されます。 

  11 月 26 日(日)地区公共イメージ・会員増強セミナーが開催されます。 

(参加者：塩田会員・酒澤会員・藤島幹事) 

   § 12月 6 日(水)年次総会開催。 

 

    社会奉仕委員会報告       喜内 敏夫 委員長 

 

   §11 月 18～19 日 7 名で亘理ロータリークラブ及び山元町復興支援まつりに於いて宇都宮餃子を販売し、

3,000 個 500パックが 2時間で完売となりました。 

§亘理ロータリークラブは 2018 年 4 月 14 日に創立 50 周年を迎えます。2018 年 1 月 10日(水)新年例会に

てキャラバンに 8名の方がお見えになります。 

 

    スマイルボックス委員会報告    嶋田 辰雄 委員 

 

§坂本昭一会長  本日の卓話、宇都宮保護司会 下妻様、よろしくお願い致します。 

§田中正夫副会長 先週末は所用で岡山にいて来ました。 

§藤島 拓幹事  本日の卓話を宇都宮保護区 保護司会 下妻会長様、よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  昨日、15：00 頃、会社西隣のお宅が火災になり全焼となりました。一時は当社もど

うなるかと心配しましたが、塩田デザイン事務所の設計が良かったため、類焼を免れ

ました。皆さんご心配をおかけしました。 

§仲田俊夫会員  下妻様、卓話楽しみにしておりました。米山・財団の寄付、よろしくお願い致します。 

§平澤照隆会員  本日の卓話、下妻先生よろしくお願い致します。現在、栃木県には 13 保護区あり、

840 名の保護司がいます。その中で中心的な宇都宮保護区保護司会の会長です。 

§喜内敏夫会員  7 名のメンバーで 11 月 18 日 19 日友好クラブ、亘理ロータリークラブを訪ね友好を

深めると共に、山元町の震災復興の祭りに宇都宮餃子を出店して来ました。 

§小保方明美会員 久しぶりに出席致しました。宗派の和讃(わさん)の大会が中尊寺に於いて実行されま

した。東北震災の 7回忌の法要も行われました。舞の部で栃木が準優勝することがで

きまして、気を良くしているところです。 

§嶋田辰雄会員  18 日土曜日に長女に子供が出来ました。早速、日曜日に東京調布まで藍に行って来

ました。元気な女の子でした。 

    

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  10,000 円 

 

                                            

   外部卓話 

 

    宇都宮保護区 保護司会  

    会長 下妻 久男 様 
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１．保護司とは 

更生保護活動に携わる民間のボランティアで犯罪や非行をした人の 

立ち直りや地域の犯罪予防活動に従事している。 

 （保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員） 

２．保護司になるには 

（条件）①社会的信望②熱意と活動のための時間的余裕③生活が安定④原則６６歳以下の年齢（最初の委

嘱時）⑤健康で活動的 

  （対象）農林漁業・製造・土木建築・サービス等の自営業者・公務員等、定年退職者、宗教家、家庭

の主婦等 

  （任期）２年、再任可能（委嘱日現在７７歳未満）発令時６６歳以下 

  （欠格条項）保護司法第４条の規定で次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になれない。 

① 成年被後見人または被保佐人 ② 禁固以上の刑に処せられた者 ③ 日本国憲法又はその下に成立

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

３．保護司の身分や給与は 

① 身分は非常勤の国家公務員です。 

② ボランティアということで給与は支給されません。 

③ 活動費は一定基準により支給されます。 

④ 保護司には、公務災害の補償や各種表彰制度が適用されます。 

４．保護司の活動は 

① 宇都宮保護観察所の指導の下、保護観察対象者への社会復帰のための援助を行う。 

② 「社会を明るくする運動」に参加する。（７月が強調月間） 

③ 「安心で安全な社会」の実現のために日常的な活動を行うと共に地域での夏祭りや催し会場での広報

活動を行う。 

 

◎今回、保護司について説明させていただく機会を頂き誠に有難うございました。残念ながら現在保護司

の定数を満たしていないのが現状です。保護司について皆様に少しでも理解して頂き、一人でも多くの方

が保護司になっていただければ有難いと存じます。 

結びに、宇都宮南ロータリークラブの益々ご発展、会員の皆様の益々のご活躍ご多幸を御祈念申し上げ

まして御礼とさせていただきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    若林 博純会員長 

 

会員数   53 名  前々回 11 月 8 日 

出席数   29 名   訂正率 59.52％ 

欠席数    24 名        

出席率  53.33％ 

％       

例会予定 

第 1751 回 11 月 22 日(水) 

 外部卓話：栃木県埋蔵文化財センター 

所長 上野 修一 様 
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    プログラム 

 

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1752 回 

12 月 6 日(水) 
12：30～13：30 

(1)年次総会  (2)外部卓話 

(株)東武宇都宮百貨店 小山内孝成様 

「冬のメンズファッションについて」 

ホテルニューイタヤ 

第 1753 回 

12 月 13 日(水) 
12：30～13：30 

外部卓話 

日豊工業(株)会長 木澤喜人様 
ホテルニューイタヤ 

第 1754 回 

12 月 20 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

クリスマス家族会 
ホテルニューイタヤ 

12 月 27 日(水)  特別休会  

 


